
規

則

福
島
県
文
書
等
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
男
女
共
同
参
画
審
議
会
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
青
少
年
健
全
育
成
審
議
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
景
観

審
議
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
環
境
影
響
評
価
審
査
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
及
び
福
島
県
公
害
審
査
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
三
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
規
則
第
十
九
号

福
島
県
文
書
等
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
文
書
等
管
理
規
則(

平
成
十
二
年
福
島
県
規
則
第
百
六
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
二
条
第
二
号
中｢

文
化
ス
ポ
ー
ツ
局｣

を｢

避
難
地
域
復
興
局
、
文
化
ス
ポ
ー
ツ
局｣

に
改
め
、

同
条
第
八
号
中｢

部
次
長(

環
境
保
全
担
当)

｣

の
下
に｢

、
部
次
長(

原
子
力
損
害
対
策
担
当)

｣

を
加
え
る
。

第
五
条
第
五
項
中｢

広
報
課｣

の
下
に｢

、
避
難
地
域
復
興
局
に
あ
っ
て
は
避
難
地
域
復
興
課｣

を

加
え
る
。

第
六
条
第
二
項
第
一
号
中｢

あ
て
先｣

を｢

宛
先｣

に
改
め
、
同
項
第
二
号
ア
及
び
イ
中｢

あ
て｣

を｢

宛
て｣

に
改
め
、
同
号
ウ
中｢

あ
て｣

を｢

宛
て｣

に
改
め
、｢

市
町
村
復
興
支
援
担
当
理
事
及

び｣

を
削
り
、｢

生
活
環
境
総
室｣

を｢

原
子
力
損
害
対
策
総
室｣

に
改
め
、｢

自
立
支
援
総
室｣

の

下
に｢

、
避
難
地
域
復
興
局
長
に
あ
っ
て
は
避
難
地
域
復
興
局｣

を
加
え
、
同
号
エ
中｢

名
あ
て
人｣

を｢

名

宛
人｣

に
改
め
る
。

第
十
九
条
の
二
中｢

文
書
管
理
シ
ス
テ
ム｣

の
下
に｢

又
は
総
合
行
政
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク(

地
方
公
共

団
体
の
組
織
内
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
相
互
に
接
続
し
た
広
域
的
な
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

い
う
。)

の
電
磁
的
記
録
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
送
信
す
る
シ
ス
テ
ム｣

を
加
え
る
。

別
表
第
一
企
画
調
整
部
の
項
中｢

情
報
統
計
総
室(

情)
｣

を｢

情
報
統
計
総
室(

情)

避
難
地

域
復
興
局(

避)
｣

に
改
め
、
同
表
生
活
環
境
部
の
項
中｢

環
境
保
全
総
室(

環
保)

｣

を｢

環
境
保

全
総
室(

環
保)

原
子
力
損
害
対
策
総
室(

原)
｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二
農
林
水
産
部
の
項
中｢

福
島
県
水
産
試
験
場
相
馬
支
場(

水
試
相)

福
島
県
水
産
種
苗

研
究
所(

水
種
研)

｣

を｢

福
島
県
水
産
試
験
場
相
馬
支
場(

水
試
相)

｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
九
条
の
二
の
改
正
規
定

は
、
平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

文
書
法
務
課)

福
島
県
規
則
第
二
十
号

福
島
県
男
女
共
同
参
画
審
議
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
男
女
共
同
参
画
審
議
会
規
則(

平
成
十
四
年
福
島
県
規
則
第
六
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
中｢

生
活
環
境
部
生
活
環
境
総
室
人
権
男
女
共
生
課｣

を｢

生
活
環
境
部
生
活
環
境
総
室
青

少
年
・
男
女
共
生
課｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

人
権
男
女
共
生
課)

福
島
県
規
則
第
二
十
一
号

福
島
県
青
少
年
健
全
育
成
審
議
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
青
少
年
健
全
育
成
審
議
会
規
則(

昭
和
五
十
三
年
福
島
県
規
則
第
五
十
号)

の
一
部
を
次
の
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毎
週
火
・
金
曜
日
発
行(

当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日)

目

次

規

則

○
福
島
県
文
書
等
管
理
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

一

○
福
島
県
男
女
共
同
参
画
審
議
会
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

一

○
福
島
県
青
少
年
健
全
育
成
審
議
会
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一

○
福
島
県
景
観
審
議
会
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

二

○
福
島
県
環
境
影
響
評
価
審
査
会
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

二

○
福
島
県
公
害
審
査
会
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

二

訓

令

○
福
島
県
職
員
研
修
規
程
の
一
部
を
改
正

す
る
訓
令

二

○
職
員
の
職
の
格
付
に
関
す
る
規
程
の
一

部
を
改
正
す
る
訓
令

二

○
福
島
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正

す
る
訓
令

三

○
特
別
の
資
格
又
は
職
名
を
有
す
る
職
員

の
任
命
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正

す
る
訓
令

四

○
職
員
に
対
す
る
被
服
の
支
給
等
に
関
す

る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

四

○
福
島
県
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

訓
令

六

○
福
島
県
公
文
例
規
程
の
一
部
を
改
正
す

る
訓
令

六

○
福
島
県
水
資
源
対
策
規
程
の
一
部
を
改

正
す
る
訓
令

六

○
福
島
県
統
計
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を

改
正
す
る
訓
令

六



訓

令

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
中｢

生
活
環
境
部
生
活
環
境
総
室
人
権
男
女
共
生
課
青
少
年
育
成
室｣

を｢

生
活
環
境
部
生

活
環
境
総
室
青
少
年
・
男
女
共
生
課｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。(

人
権
男
女
共
生
課
青
少
年
育
成
室)

福
島
県
規
則
第
二
十
二
号

福
島
県
景
観
審
議
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
景
観
審
議
会
規
則(
平
成
十
年
福
島
県
規
則
第
二
十
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

五
条
中｢

生
活
環
境
部
環
境
共
生
総
室
環
境
共
生
課
環
境
評
価
景
観
室｣

を｢

生
活
環
境
部
環
境

共
生
総
室
自
然
保
護
課｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

環
境
共
生
課
環
境
評
価
景
観
室)

福
島
県
規
則
第
二
十
三
号

福
島
県
環
境
影
響
評
価
審
査
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
環
境
影
響
評
価
審
査
会
規
則(

平
成
十
年
福
島
県
規
則
第
百
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
四
条
中｢

生
活
環
境
部
環
境
共
生
総
室
環
境
共
生
課
環
境
評
価
景
観
室｣

を｢

生
活
環
境
部
環
境

共
生
総
室
環
境
共
生
課｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

環
境
共
生
課
環
境
評
価
景
観
室)

福
島
県
規
則
第
二
十
四
号

福
島
県
公
害
審
査
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
公
害
審
査
会
規
則(

昭
和
四
十
六
年
福
島
県
規
則
第
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

八
条
中｢

生
活
環
境
部
環
境
保
全
総
室
水
・
大
気
環
境
課｣

を｢

生
活
環
境
部
環
境
共
生
総
室
水
・

大
気
環
境
課｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

水
・
大
気
環
境
課)

福
島
県
訓
令
第
一
号

本

庁

機

関

出

先

機

関

福
島
県
職
員
研
修
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
三
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
職
員
研
修
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

福
島
県
職
員
研
修
規
程(

昭
和
五
十
五
年
福
島
県
訓
令
第
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

｢

行
政
組
織
規
則
第
七
条
第

別
表
知
事
の
項
中

文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
長

二
項
に
規
定
す
る
文
化
ス

を

ポ
ー
ツ
局
に
所
属
す
る
そ

の
他
の
職
員

｣
｢

行
政
組
織
規
則
第
七
条
第

避
難
地
域
復
興
局
長

二
項
に
規
定
す
る
避
難
地

域
復
興
局
に
所
属
す
る
そ

の
他
の
職
員

に
改
め
、｢

環
境
回
復

行
政
組
織
規
則
第
七
条
第

文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
長

二
項
に
規
定
す
る
文
化
ス

ポ
ー
ツ
局
に
所
属
す
る
そ

の
他
の
職
員

｣

推
進
監｣

の
下
に｢

、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
産
業
推
進
監｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

職
員
研
修
課)

福
島
県
訓
令
第
二
号

本

庁

機

関

出

先

機

関

労
働
委
員
会
事
務
局

職
員
の
職
の
格
付
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
三
日
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５
育
児
休
業
の
承
認
(期
間

の
延
長
)
に
つ
い
て
の
所
属

長
の
意
見

４
育
児
休
業
を
必
要
と
す
る

特
別
の
事
情
等

年
月

日

所
属
長
氏
名
(記
名
押
印
又
は
署
名

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

職
員
の
職
の
格
付
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

職
員
の
職
の
格
付
に
関
す
る
規
程(

昭
和
三
十
七
年
福
島
県
訓
令
第
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

｢
｢

本

別
表
の
行
政
職
給
料
表
格
付
表
中

本
庁

部
長

政
策

監

を

環
境
回
復
推
進
監
｣

｢
庁

部
長

政
策

監
出

納
局

長
出
納
局
次
長

環
境
回
復
推
進
監

に
、

市
町
村
復
興
支
援
担

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー

当
理
事

産
業
推
進
監

｣

部
主

幹
｢を

部
主

出
納

局
長

出
納
局
次
長
局

主

｣
｢

｢
理

理
事
文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
次
局

主
幹

避

長
幹

文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
長
観
光
交
流
局
次
長
企

画
主

幹
文

幹

に
、

観
光
交
流
局
長

直
轄

参
事

総
括

主
幹

を
｣

技
監
部

参
事
主

幹
観

局
参

事
技

｣

事
難
地
域
復
興
局
長
避
難
地
域
復
興
局
次

長
｢

化
ス
ポ
ー
ツ
局
長
文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
次

農
業
総
合
セ
ン
タ
ー

長

に
、

部
長

光
交
流
局
長
観
光
交
流
局
次
長

監
直

轄
参

事
企

画
主

幹
部

参
事

総
括

主
幹

局
参

事
主

幹
｣

｢
農
業
総
合
セ
ン
タ
ー
農
業
総
合
セ
ン
タ
ー

｢
農
業
総
合
セ
ン
タ
ー

部
長

安
全
農
業
推
進
部
副

水
産

安
全
農
業
推
進
部
課

を

部
長

に
、

水
産

長
農
業
総
合
セ
ン
タ
ー

長
｣

安
全
農
業
推
進
部
課

長
｣

試
験
場
事
務
長

｢
｢

種
苗
研
究
所
次

を

水
産
試
験
場
事
務
長

に
改
め
、
別
表
の
研
究
職
給
料
表
格
付
表
中

｣
｣

｢
｢

｢
農
業
総
合
セ
ン
タ
ー

を

農
業
総
合
セ
ン
タ
ー

に
、

水
産
試
験
場
副
場
長

を

副
部
長

作
物
園
芸
部
副
部
長

水
産
種
苗
研
究
所
長

｣
｣

｣

水
産
試
験
場
副
場
長

に
改
め
る
。

｣

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

人

事

課)

福
島
県
訓
令
第
三
号

本

庁

機

関

出

先

機

関

福
島
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
三
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

福
島
県
職
員
服
務
規
程(

昭
和
五
十
二
年
福
島
県
訓
令
第
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

｢

第
十
七
号
様
式
中
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押
印
又
は
署
名
)

月
日
か
ら

月
日
ま
で

印
又
は
署
名
)

５
育
児
休
業
の
承
認
(期
間

の
延
長
)
に
つ
い
て
の
所
属

長
の
意
見

４
育
児
休
業
を
必
要
と
す
る

特
別
の
事
情
等

６
育
児
休
業
の
承
認
(期
間

の
延
長
)
に
つ
い
て
の
所
属

長
の
意
見

５
配
偶
者

４
育
児
休
業
を
必
要
と
す
る

特
別
の
事
情
等

年
月

日

所
属
長
氏
名
(記
名
押

年
月

日

所
属
長
氏
名
(記
名

育
児
休
業
の

期
間

氏
名

年年

｢を

｣

に
改
め
、
同
様
式
備
考
２
中｢戸

籍
抄
本
｣

を｢氏
名
､
請
求
者
と
の
続
柄
及

｣
び
生
年
月
日
を
証
明
す
る
書
類
(戸
籍
抄
本
､
医
師
又
は
助
産
師
が
発
行
す
る
出
生
(産
)
証
明
書
､

母
子
健
康
手
帳
の
出
生
届
出
済
証
明
書
又
は
官
公
署
が
発
行
す
る
出
生
届
受
理
証
明
書
等
)
｣

に
、｢延
長
及
び
｣

を｢延
長
､
｣

に
改
め
、｢同

一
職
員
｣

の
次
に｢又

は
非
常
勤
職
員
｣

を
加
え
、｢場

合
｣

の
次
に｢及

び
非
常
勤
職
員
が
当
該
任
期
が
更
新
さ
れ
､
又
は
当
該
任
期
の
満
了
後
に
引
き
続
き
採
用

さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
再
度
の
育
児
休
業
を
請
求
す
る
場
合
｣

を
加
え
、
同
様
式
備
考
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。

４
子
の
出
生
前
に
請
求
す
る
場
合
は
､
｢育
児
休
業
の
請
求
期
間
｣
欄
は
出
産
予
定
日
以
後

の
期
間
と
し
､
｢請
求
に
係
る
子
｣
欄
の
記
入
及
び
証
明
書
類
の
添
付
は
､
出
生
後
､
速
や

か
に
行
う
こ
と
｡

５
非
常
勤
職
員
が
当
該
任
期
が
更
新
さ
れ
､
又
は
当
該
任
期
の
満
了
後
に
引
き
続
き
採
用
さ

れ
る
こ
と
に
伴
い
再
度
の
育
児
休
業
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
､
所
属
､
職
､
氏
名
及
び
｢育

児
休
業
の
請
求
期
間
｣
欄
の
み
を
記
入
す
る
こ
と
｡

６
｢配
偶
者
｣
欄
は
､
非
常
勤
職
員
が
１
歳
２
か
月
に
達
す
る
ま
で
の
子
の
育
児
休
業
又
は

１
歳
６
か
月
に
達
す
る
ま
で
の
子
の
育
児
休
業
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
記
入
す
る
こ
と
｡

附

則

１

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
訓
令
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
福
島
県
職
員
服
務
規
程
第
十
七
号
様
式

に
よ
る
育
児
休
業(

期
間
延
長)

承
認
請
求
書
は
、
改
正
後
の
福
島
県
職
員
服
務
規
程
第
十
七
号
様

式
に
よ
る
育
児
休
業(

期
間
延
長)

請
求
書
と
み
な
す
。

(

人

事

課)

福
島
県
訓
令
第
四
号

本

庁

機

関

出

先

機

関

特
別
の
資
格
又
は
職
名
を
有
す
る
職
員
の
任
命
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
三
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

特
別
の
資
格
又
は
職
名
を
有
す
る
職
員
の
任
命
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓

令

特
別
の
資
格
又
は
職
名
を
有
す
る
職
員
の
任
命
に
関
す
る
規
程(

平
成
十
年
福
島
県
訓
令
第
二
十
四

号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
号
中｢

、
同
課
不
法
投
棄
対
策
室
の
室
長
の
職
に
あ
る
者｣

を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

人

事

課)

福
島
県
訓
令
第
五
号

本

庁

機

関

出

先

機

関

職
員
に
対
す
る
被
服
の
支
給
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
三
日
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福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

職
員
に
対
す
る
被
服
の
支
給
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

職
員
に
対
す
る
被
服
の
支
給
等
に
関
す
る
規
程(

昭
和
三
十
五
年
福
島
県
訓
令
第
二
十
五
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
用
務
員
の
項
及
び
病
院
の
窓
口
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
項
を
削
り
、
同
表
生
活
指
導
員
、

児
童
指
導
員
、
児
童
自
立
支
援
専
門
員
、
児
童
生
活
支
援
員
、
保
育
士
及
び
寮
母
の
項
中｢

、
保
育
士

及
び
寮
母｣
を｢
及
び
保
育
士｣

に
改
め
、
同
表
義
肢し

製
作
に
従
事
す
る
職
員
の
項
を
削
り
、
同
表
看

護
師
、
准
看
護
師
及
び
看
護
助
手
の
項
中｢

総
合
療
育
セ
ン
タ
ー｣

の
下
に｢

、
総
合
衛
生
学
院
及
び

｢

会
津
若
松
看
護
専
門
学
院｣
を
加
え
、
同
表
食
品
衛
生
監
視
員
の
項
中

白
衣

一

一

｢

白
衣

一

一
年

年

を

衛
生
帽

一

二
年

に
改
め
、
同
表
農
林
事
務
所(

農
村
整
備
部
及
び
森

｣

ゴ
ム
長
ぐ
つ

一

二
年

作
業
ぐ
つ

一

二
年

｣

林
林
業
部
に
限
る
。)

、
農
業
支
援
総
室(

農
業
担
い
手
課
に
限
る
。)

又
は
農
村
整
備
総
室(

農
村

振
興
課
に
限
る
。)

に
勤
務
す
る
技
術
職
員
の
項
中｢

、
農
業
支
援
総
室｣

を｢

又
は
農
業
支
援
総
室｣

に
改
め
、｢

又
は
農
村
整
備
総
室(

農
村
振
興
課
に
限
る
。)
｣
を
削
り
、
同
表
水
産
試
験
場
又
は
内

｢

水
面
水
産
試
験
場
に
勤
務
す
る
研
究
職
員
の
項
中

研
究
衣

一

一
年

｢

水
産
試
験
場(

種
苗
研
究

｢

研
究
衣

一

一
年

部
に
限
る
。)

に
勤
務
す

雨
衣

｣

を

る
職
員
を
除
く
。

に
、

防
寒

｣
｢

水
産

雨
衣

一

二
年

部
に

一

二
年

る
職

服

一

二
年

を

｣

水
産

防
寒
服

一

二
年

部
に

る
職

期
間

試
験
場(

種
苗
研
究

限
る
。)

に
勤
務
す

員
を
除
く
。

に
改
め
、
同
表
水
産
種
苗
研
究
所
に
勤
務
す
る
研
究
職
員
の
項
を
削
る
。

試
験
場(

種
苗
研
究

限
る
。)

に
勤
務
す

員
に
あ
つ
て
は
使
用

を
三
年
と
す
る
。

｣

別
表
第
二
企
画
調
整
部
地
域
づ
く
り
総
室
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

現
地
作
業
用

作

業

帽

現
地
作
業
用

作

業

服

企
画
調
整
部
避
難
地
域
復
興
局

現
地
作
業
用

ゴ
ム
長
ぐ
つ

現
地
作
業
用

雨

衣

現
地
作
業
用

防

寒

服

｢

源
湯
調
査
用

水
道
現
場
検

別
表
第
二
保
健
福
祉
部
健
康
衛
生
総
室
の
項
中｢

源
湯
調
査
用

ゴ
ム
長
ぐ
つ｣

を

水
道
現
場
検

水
道
現
場
検

水
道
現
場
検

水
道
現
場
検

ゴ
ム
長
ぐ
つ

査
用

作

業

帽

査
用

作

業

服

に
改
め
、
同
表
本
庁
機
関
の
項
中｢

原
動
機
付
自
転
車
乗
車
用

乗
車
用
ヘ
ル

査
用

ゴ
ム
長
ぐ
つ

査
用

雨

衣

査
用

防

寒

服｣
メ
ッ
ト｣
を｢

原
動
機
付
自
転
車
乗
車
用

乗
車
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト

に
、｢

災
害
対
策
用

安
全
ぐ
つ｣

災
害
対
策
用

保

護

帽｣

を｢

災
害
対
策
用

安
全
ぐ
つ

に
改
め
、
同
表
水
産
試
験
場
の
項
中｢

水
産
業
調
査
用

ゴ
ム
長
ぐ

災
害
対
策
用

防
寒
服｣

水
産
業
調
査
用

防

寒

つ

を｢

水
産
業
調
査
用(

種
苗
研
究
部
を
除
く
。)

ゴ
ム
長
ぐ
つ

に
改
め
、
同
表
水
産
種
苗
研

服｣

水
産
業
調
査
用(

種
苗
研
究
部
を
除
く
。)

防

寒

服｣
｢

港
湾
護
岸
巡
視
用

防
寒
服
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究
所
の
項
を
削
り
、
同
表
港
湾
建
設
事
務
所
の
項
中

ク
レ
ー
ン
作
業
用

保
護
帽

を｢

湾
岸
護

ク
レ
ー
ン
作
業
用

防
寒
ぐ
つ｣

岸
巡
視
用

防
寒
服｣

に
改
め
、
同
表
各
出
先
機
関
の
項
中｢

原
動
機
付
自
転
車
乗
車
用

乗
車
用
ヘ

ル
メ
ッ
ト｣

を｢

原
動
機
付
自
転
車
乗
車
用

乗
車
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト

に
、｢

災
害
対
策
用

安
全
ぐ

災
害
対
策
用

保

護

帽｣

つ｣

を｢
災
害
対
策
用

安
全
ぐ
つ

に
改
め
る
。

災
害
対
策
用

防
寒
服｣

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

職
員
業
務
課)

福
島
県
訓
令
第
六
号

本

庁

機

関

出

先

機

関

福
島
県
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
三
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

福
島
県
公
印
規
程(

昭
和
三
十
一
年
福
島
県
訓
令
第
二
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
二
号
中｢

福
島
県
環
境
回
復
推
進
監

17
の
６

同

生
活
環
境
部
環
境

印｢

福
島
県
環
境
回
復
推
進
監

17
の
６

同

生
活
環
境
部
環

保
全
総
室
除
染
対
策
課
長

を

印

｣

福
島
県
再
生
可
能
エ
ネ
ル

17
の
７

同

商
工
労
働
部
産

ギ
ー
産
業
推
進
監
印

境
保
全
総
室
除
染
対
策
課
長

に
改
め
る
。

業
振
興
総
室
産
業
創
出
課
長｣

第
十
条
中｢

、
市
町
村
復
興
支
援
担
当
理
事｣

を
削
り
、｢

子
育
て
支
援
担
当
理
事｣

の
下
に｢
、

避
難
地
域
復
興
局
長｣

を
、｢

環
境
回
復
推
進
監｣

の
下
に｢

、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
産
業
推
進
監｣

を
加
え
る
。

｢
｢

別
表
第
一
中

を

に
改
め
る
。

｣
｣

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

文
書
法
務
課)

福
島
県
訓
令
第
七
号

本

庁

機

関

出

先

機

関

福
島
県
公
文
例
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
三
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
公
文
例
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

福
島
県
公
文
例
規
程(

昭
和
三
十
五
年
福
島
県
訓
令
第
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
二
項
の
表
中｢

安
全
管
理
監

を｢

安
全
管
理
監｣

に
、｢

子
育
て
支
援

市
町
村
復
興
支
援
担
当
理
事｣

担
当
理
事｣

を｢

子
育
て
支
援
担
当
理
事

に
改
め
、
同
表
備
考
一
中｢

環
境
回
復
推
進
監｣

の
下
に

避
難
地
域
復
興
局
長

｣
｢

、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
産
業
推
進
監｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

文
書
法
務
課)

福
島
県
訓
令
第
八
号

本

庁

機

関

福
島
県
水
資
源
対
策
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
三
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
水
資
源
対
策
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

福
島
県
水
資
源
対
策
規
程(

昭
和
四
十
七
年
福
島
県
訓
令
第
三
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

別
表
第
二
生
活
環
境
部
の
項
中｢

環
境
共
生
総
室
環
境
共
生
課
環
境
評
価
景
観
室
長｣

を｢

環
境
共

生
総
室
環
境
共
生
課
長｣

に
、｢

環
境
保
全
総
室
水
・
大
気
環
境
課
長｣

を｢

環
境
共
生
総
室
水
・
大

気
環
境
課
長｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

土
地
・
水
調
整
課)

福
島
県
訓
令
第
九
号

本

庁

機

関

福
島
県
統
計
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
三
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平
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福 島 県
環境回復
推進監印

17の６

福 島 県
環境回復
推進監印

17の６

福 島 県
再生可能
エネルギー
産業推進監印

17の７
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福
島
県
統
計
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

福
島
県
統
計
事
務
取
扱
規
程(

昭
和
三
十
三
年
福
島
県
訓
令
第
二
十
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る

受
訓
先
中｢

本

庁｣

を｢

本

庁

機

関｣

に
改
め
る
。

第
三
条
の
見
出
し
中｢

統
計
分
析
課
長｣

を｢

統
計
課
長｣

に
改
め
、
同
条
中｢

企
画
調
整
部
情
報

統
計
総
室
統
計
分
析
課
長(

以
下｢

統
計
分
析
課
長｣

を｢

企
画
調
整
部
情
報
統
計
総
室
統
計
課
長(

以

下｢

統
計
課
長｣
に
改
め
る
。

第
四
条
及
び
第
五
条
中｢

統
計
分
析
課
長｣

を｢

統
計
課
長｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
受
訓
先
の
改
正
規
定
は
、
平

成
二
十
四
年
三
月
二
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

統
計
分
析
課)
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